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第三次産業の死傷者数 

業種別死傷者
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奈良労働局第12次労働災害防止計画のポイント 
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死傷者数

死亡者数

 県内の休業４日以上の労働災害死傷者
数は、Ｈ23年までは、順調に減少して

いましたが、Ｈ24年は4年ぶりに増加

に転じました。 

 死亡者数もＨ24年は、前年よりも2人
増え11人もの尊い命が職場で失われて

います。 

計 画 期 間：平成２５年４月１日 ～ 平成３０年３月３１日 

計画のねらい：「誰もが安心して健康に働くことができる社会」の実現 

基本的考え方：● 長期的な災害動向と社会情勢の変化を踏まえて重点対策を絞る。 

       ● 重点業種ごとに数値目標を設定し、社会情勢の変化も踏まえつつ

進捗状況を評価する。 
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第11次防期間

第10次防期間

10次防期間と11次防期間の死亡者数の比較

建設業 製造業 陸上貨物運送事業 林業 商業 その他の事業
 死亡者数を第10次防と第11次防の
5年間総発生数で比較すると全体で

は26％減っていますが、建設業では

その総発生数の全体に占める割合が

ほぼ10％増加しています。 

 陸上貨物運送事業は、ほぼ三分の一
の発生となりました。 

 製造業は、建設業に次いで死亡者が
多く発生しています。 

１．奈良県における労働災害の現状 

(人) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 依然として死亡災害の半数を占める建設業、製造

業に対して、「墜落・転落災害」「機械によるはさま

れ・巻き込まれ災害」に重点を当てて取り組む。 

 労働災害が増加し、全体に占める割合が高まって

いる第三次産業に焦点を当て、特に、「小売業」「社

会福祉施設」「飲食店」に対する取組を強化します。 

 労働災害全体の減少目標に加え、第 12次防計画

では、重点業種ごとに数値目標を設定し、達成状況

を踏まえて対策を展開します。 

２．奈良労働局における計画の目標 

全体目標 

● 死亡災害の撲滅を目指し、平成24年と比較して、平成29年までに労働

災害による死亡者数を20％以上減少させる。 

● 平成24年と比較して、平成29年までに労働災害による休業４日以上の

死傷者数を15％以上減少させる。 

 個別目標（労働災害減少重点業種） 

● 平成24年と比較して、平成29年までに労働災害による休業４日以上の死

傷者数を業種別に次のとおり減少させる。 

小売業 

10％以上減少 

社会福祉施設 

15％以上減少 

飲食店 

20％以上減少 

陸上貨物運送事業 

20％以上減少 

建設業 

10％以上減少 

製造業 

10％以上減少 

３．計画のポイント 

ポイント① 

重点対象ごとに目標を設

定 

ポイント② 

第三次産業を最重点業種
に位置づけ 

ポイント③ 

死亡・重篤災害に重点を

絞った取組を実施 



 

 

◎ 労働災害減少のための重点業種対策 

 

 

 

◎ 健康確保・職業性疾病対策（※ この項の目標は、国としての目標です。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

４．計画の重点的な取組 



◎ 業種横断的な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第12次労働災害防止計画に関するお問い合わせ等は、奈良労働局労働基準部健康

安全課（０７４２－３２－０２０５）または、最寄りの労働基準監督署の安全衛

生課（または、監督・安衛課）までお願いします。 

５．行政、労働災害防止団体、業界団体等の連携・協働による取組 

６．発注者、製造者等による安全衛生への取組の強化 

労働局

労働災害
防止団体

業界団体
安全衛生

専門機関

地方

自治体


